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経済企業委員会会議録 

 

平成２８年１１月１６日 水曜日 

  午前 ９時５７分開議 

  午前１１時４６分閉議（実時間１６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

 （管内調査（西岡養蜂園）） 

 （経済文化交流部所管の指定管理につい

て） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  大 倉 裕 一 君 

副委員長  笹 本 サエ子 君 

委  員    上 村 哲 三 君 

委  員    橋 本 隆 一 君 

委  員    村 川 清 則 君 

委  員    山 本 幸 廣 君 

委  員    矢 本 善 彦 君 

  

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     黒 木 信 夫 君 

  農林水産部次長   枩 島 道 則 君 

経済文化交流部長   宮 村 明 彦 君 

 スポーツ振興課長  下 村 孝 志 君 

                              

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

 

（午前９時５７分 開会） 

○委員長（大倉 裕一君）  それでは、定足数

に達しましたので、ただいまから経済企業委員

会を開会いたします。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、本日は、産業・経済の振興に関す

る諸問題の調査を議題とし、管内調査を行い、

帰庁後、１件の報告を受けることとしておりま

す。 

                              

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（管

内調査（西岡養蜂園）） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、本日の管

内調査の行程等について、執行部から説明を求

めます。 

○農林水産部長（黒木信夫君） おはようござ

います。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）

本日は、管内調査ということで大変お世話にな

ります、よろしくお願いいたします。 

それでは、日程等につきまして、枩島次長よ

り説明をいたします。よろしくお願いします。 

○農林水産部次長（枩島道則君） 改めまして、

おはようございます。（「おはようございます」

と呼ぶ者あり） 

本日の西岡養蜂園の管内視察の日程説明をさ

せていただきます。お手元に１枚紙の、審査案

件ということで資料があったと思います。その

下段のほうでございますけども、まず、この説

明後に移動していただきまして、その後、予定

では１０時２０分から西岡養蜂園のほうで１１

時までちょっとお話をうかがうという形になり

ます。その後、移動いたしまして１１時１５分

から、この場所で意見、質疑を行っていただく

という日程になっておりますので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

以上です。 
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○委員長（大倉裕一君） ただいまの説明につ

いて、何か質問はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君）  ないようですので、

管内調査のため、しばらく休憩いたします。 

（午前９時５９分 休憩） 

                              

（午前１１時３１分 開議） 

○委員長（大倉裕一君） 休憩前に引き続き、

経済企業委員会を再開いたします。ただいま視

察してまいりました管内調査について、質疑、

御意見等はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ。以上で管

内調査を終了いたします。 

小会します。 

（午前１１時３１分 小会） 

                              

（午前１１時３３分 本会） 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（経

済文化交流部所管の指定管理について） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、産業・経済の振興に関する諸問題の調

査に関連して１件、執行部からの発言の申し出

があっておりますので、これを許します。 

 それでは、経済文化交流部所管の指定管理に

ついてお願いします。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 経済文化

交流部長の宮村でございます。お世話になりま

す。今、委員長からお話がありましたように、

９月に指定管理制度について、更新の施設につ

いて御説明させていただきました。その中で、

体育施設を私ども、非公募で募集させていただ

くというふうに説明させていただきましたが、

それが不十分だったかと思いましたので、きょ

うお時間いただきまして説明させていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

なお、昨日のお話でありますが、昨日１８時

２５分頃厚生会館のグリルの下、裁判所側のほ

うで下ごしらえをする部屋がございます。施錠

されておりましたけども、そこで段ボールから

出火いたしまして、大変ご迷惑をおかけしまし

た。職員がいち早く発見させていただきまして、

消しとめさせていただきまして、段ボールだけ

が燃えたということでございます。原因につき

ましては、関係者が今調査中でありますので、

またわかりましたら御報告をさせていただきた

いと思います。大変、御心配、御迷惑をおかけ

いたしました。 

指定管理者制度につきましては、担当課長の

ほうから説明させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） こんにち

は。（「こんにちは」と呼ぶ者あり）スポーツ振

興課、下村と申します、よろしくお願いいたし

ます。指定管理者選定についての説明に入りま

す前にですね、少々お時間いただきまして、八

代市総合体育館大アリーナ、並びに、東陽スポ

ーツセンター天井改修のスケジュールがこのほ

ど判明しましたので、簡単に御説明したいと思

います。よろしいでしょうか。座らせて、説明

させていただきます。 

 まず、総合体育館大アリーナの天井改修につ

いてでございますが、標準工期を１０カ月とい

たしました。建設工事、電気設備工事に関して、

大体の概算予算が４億１６００万弱となる見込

みでございます。東陽スポーツセンター天井改

修工事につきましては、標準工期を６カ月と見

ております。建築工事と電気設備関係の工事費

で、総額１億１５００万程度を見込んでおりま

す。今後の予定といたしましては、１２月の補

正予算のほうに工事費のほうを計上させていた

だきます。その後、入札の手続を経まして、東

陽スポーツセンターにつきましては、入札後す
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ぐに着工し、竣工を平成２９年の８月。利用再

開を２９年の１１月というふうに見込んでおり

ます。総合体育館の大アリーナにつきましては、

２月の入札後仮契約を結びまして、３月の議会

にて承認を得ましてすぐに着工し、竣工を平成

２９年１２月。利用再開は平成３０年の２月か

らと予定しております。懸案事項といたしまし

ては、地震の影響で人材・資材、そういった調

達がいつものとおり見込めない可能性があると

いうことで、これよりも早くなることはないと

いうことで、建築住宅課のほうから話をいただ

いております。簡単ですけれども、天井改修に

ついての御説明でございます。 

 委員長、引き続きよろしいでしょうか。 

 それでは、八代市体育施設の指定管理者選定

について、委員の皆様、お配りいたしておりま

す資料に基づいて御説明させていただきます。

資料については１枚もの。八代市体育施設の指

定管理者選定についてという１枚ものの資料。

それと、別添資料としまして３枚の資料を１部

ありますが、初めに、１関係法令等についてと

いうことで説明させていただきます。資料の１

ページをごらんください。スポーツ基本法にう

たわれております基本理念には、スポーツとは、

人と人との交流、地域と地域との交流を促進し

て地域の一体感や活力を醸成し、もって地域社

会の再生に寄与するとされており、同法の第４

条で地方公共団体の責務として、地方公共団体

は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施

策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ

主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。とされており

ます。 

また、同法第１２条でうたわれておりますよ

うに、国及び地方公共団体は、国民が身近にス

ポーツに親しむことができるようにするととも

に、競技水準の向上を図ることができるよう、

スポーツ施設の運用の改善、スポーツ施設への

指導者等の配置その他必要な施策を講ずるよう

努めなければならない。とされております。 

 本市におきましても、スポーツ基本法、スポ

ーツ基本計画に基づきましてスポーツ振興計画

を策定し、市民のスポーツ活動の基盤として役

割を担えるよう、スポーツ環境の整備を行うと

ともに、効率的な管理運営の体制強化を図って

いるところでございます。また、全国大会など

の大規模なスポーツ大会が開催されることは、

本市の魅力の発信をする絶好の機会であるばか

りでなく、本市への経済波及効果も期待できる

ことから、関係機関、関係団体とさらに連携を

図る必要があるところでございます。 

 このようなことから、本市の体育施設の管理

者につきましては、管理運営もさることながら、

競技人口拡大や競技力向上、さらには、市民の

健康増進といった本市のスポーツ振興、本市の

魅力発信への寄与など、行政と連携していくこ

とが認められているところでございます。 

 次の２、本市体育施設の設置目的についてと

いうことでございますが、同じ１ページの中段

以降になります、八代市体育施設条例に書いて

あります体育施設の設置目的を、体育普及及び

振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく

豊かな市民生活に寄与することとしており、そ

の下、３の八代市総合計画後期基本計画の第３

節、第１項においても市民の多様なスポーツ活

動を促進するため、効率的・効果的な体育施設

の管理運営に努めるとしております。 

 次に４･･････（委員山本幸廣君「委員長、目

的なんかてはわかっとるけんでから、簡潔にし

てもらえんですか説明を」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） 簡潔に説明をお願い

します。 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） はい。そ

れでは２ページのほうをお開けください。八代
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市体育協会の目的、組織について、御説明申し

上げます。 

 体育協会ですけれども、目的を、スポーツ振

興事業を通して市民の健康増進と体力づくりを

図ることで、明るく豊かな市民生活に寄与する

ことを目的に、昭和２６年に設立されておりま

す。構成団体といたしましては、２６の種目競

技団体、２１の校区体育協会などで組織されて

おりまして、５５の団体が協会に加盟している

ところでございます。 

 ３ページのほうお開けいただけますでしょう

か。体育協会の事業について、お示ししており

ます。体育協会の設置目的に沿った形で、１つ

目に、スポーツ人口の拡大事業。２つ目に、競

技力の向上。３つ目に、健康増進対策と、大き

な柱を立てて事業を展開しているところでござ

います。この体育協会の事業活動には、先ほど

申しました、５５の加盟団体の協力、連携が不

可欠でありまして、本市のスポーツ振興と連携

することで、さらに効力を発揮するというとこ

ろでございます。 

 このように、市のスポーツ振興に関する施策

を担い得ると認める体育協会は、市のスポーツ

に関する重要施策を推進することができる、唯

一の団体と、私ども認識しているところでござ

います。 

 仮に、ＮＰＯ法人八代市体育協会が指定管理

者となった場合、市のスポーツに関する重要施

策を推進するための体育施設を管理運営するこ

とにより、より効果的かつより効率的、効果的

で良好な公共サービスが提供されるということ。

それと、先ほど申しました、５５の加盟団体で

組織されているため、さまざまなスポーツ事業

に精通しておりますことから、スポーツイベン

ト開催で、協力体制が確保できるということが

予想されるわけでございます。さらには、日本

体育協会、熊本県体育協会の傘下団体でござい

ますので、国・県及び市内の各競技団体の主要

な大会の実働的役回りを担っておりまして、全

国規模の大会、県大会等の各種大会の運営にも

従事しているという数多くの実績もありまして、

本市のスポーツ振興に寄与することができると

考えているところでございます。 

 ここで資料の１枚物のほうに目を戻していた

だきまして、下の半分のほうに書いてあります、

繰り返しとなりますけれども、本市はスポーツ

基本法の基本理念に基づき、多くの市民がスポ

ーツに親しむことで、市民の心身の健全な発達

と明るく豊かな市民生活の形成に寄与すること

を目的に、体育施設を設置し管理運営を行って

いるというところでございます。今回の体育施

設の指定管理者候補選定において、本市のスポ

ーツ振興のために事業を推進している八代市体

育協会は、本市の競技団体や地域スポーツの校

区体協、その他小中学校体育連盟、レクリエー

ション団体など、本市にある全ての体育団体を

統括しております、本市と連携し、スポーツ団

体などと推進している公益団体でございますの

で、競技団体や校区体協とともに、多くの大会

や行事等を実施、誘致、そして支援し、たくさ

んの市民がスポーツに参画する機会をつくる担

い手でもあります。したがって、本市が考える

体育施設の管理運営目的の趣旨に最も合致して

おり、指定管理者としてふさわしい団体である

と判断し、今回、非公募としたものでございま

す。 

 説明は以上でございます、よろしくお願いし

ます。 

○委員長（大倉裕一君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

 ないでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ。以上で経

済文化交流部所管の指定管理についてを終了し
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ます。 

 ほかに、当委員会の所管事務調査について、

何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、以上で本

日の委員会の日程は全部終了いたしました。 

 これをもって、経済企業委員会を散会いたしま

す。 

（午前１１時４６分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

平成２８年１１月１６日 

経済企業委員会 

委 員 長 

 

 


